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	＼経費の一部を補助します／
	たかおか 木材利用促進 事業
	◎補助対象施設◎ ・不特定多数の利用が見込める民間施設（ただし、住居や事務を目的とした施設は除く）
	◎補助対象・補助率◎ ・構造材：高岡市産材1㎥あたり2万円（地域材は1万円） ・造作材：高岡市産材1㎡あたり1万円（地域材は5千円） ・備品等：高岡市産材等の製品の導入経費の1/4以内（遊具も可） ※地域材とは、高岡市以外の富山県産材の木材です。
	◎補助金額の上限◎ ・新築・改修の場合：1施設あたり200万円まで ・備品のみ導入する場合：1施設あたり50万円まで
	◎主な対象施設◎ ・不特定多数の利用が見込める民間施設 　観光施設、金融機関、旅館・ホテル、飲食・物販店舗等（住居・事務スペースを除く）
	◎事業申し込みの流れ◎
	事業相談(市・県)
	県の「木の香るとやまの街づくり」の認定
	補助金交付申請書提出(市)
	交付決定
	着手
	実績報告
	現地調査・補助金の確定
	交付

	高岡市役所　農地林務課　林務係
	TEL:0766-20-1316


